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１．施設の管理運営の基本方針 

■基本方針の基本的な考え方について 

当施設はスポーツ、レクリエーション等の振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため多

くの市民に来館して頂くべく、横浜市スポーツ施設条例に基づき、それぞれの施設の立地環境・市民

ニーズに応えつつ、施設の長寿命化と有効活用に重点を置き、バランスの取れた運営管理の実現を目

指してまいります。 

 

■施設運営管理の基本方針 

（１）施設の長寿命化 

（２）ノウハウを最大限に活用した施設の効用 

（３）安全で安心して利用できる施設の提供 

（４）公共性・公益性を重視した共同事業体 

 

２．運営実施体制・職員配置について 

■基本的な考え方 

利用者への安全で快適な利用環境の提供、安定的なサービスの提供を図るために、経験豊富で必要

な資格や能力を有する人員を適正に配置します。 

 

■具体的な施策 

（１）運営実施体制（当該２施設） 
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３．施設の平等・公平な利用の確保について 

■基本的な考え方 

施設の効用を最大限に発揮するために、関係条例等及び公募要項・業務の基準等の記載事項を遵守

するだけでなく、だれもが公平・公正に受けることのできるサービスとして「ユニバーサルサービス」

の考え方を徹底し、施設利用の公平・公正・透明性を重視した運営を行っていきます。 

 

■具体的な施策 

（１）公平・公正・透明性を重視した運営 

１）法令に基づいた運営管理を徹底し、正当な理由がない限り（すべての人に対し）利用拒否や

利用制限することはありません。 

 

２）横浜市暴力団排除条例に基づき、市民・利用者が安心して施設を利用できるよう、横浜市や

関係団体と連携を取りながら、運営を行います。 

 

３）教室等の受付及び団体予約受付おいて特定の利用者や団体に優遇するような対応は行わない

ように周知徹底し、公平・公正に対応いたします。 

 

４）施設の利用料金・施設情報、教室やイベントの周知は、ホームページでの周知、館内掲示、

ＳＮＳ等を活用した案内、市の「広報よこはま区版」等でＰＲを行います。  

 

５）横浜市スポーツ施設条例等に基づき、近隣類似施設とのバランスを取り利用料金は各施設現

状の価格とします。 

 

６）市民に親しまれ、明るく健康で活力に満ちた施設運営を行う為、利用者や関係者等との情報

共有を図る会議や懇談会を開催し、公平・公正な施設運営を図ります。 

 

（２）ユニバーサルサービスの徹底と推進 

１）施設内の案内表示は、高齢者や子どもたちにも分かりやすいように文字の大きさや表現等を

工夫します。 

 

２）受付等に老眼鏡・拡大鏡を設置し、各種手続き等の際に手元が見えにくい方が使用できるよ

うにします。また、更衣室のロッカーに入らないベビーカー等は受付にて一時的に預かりま

す。また、脚の不自由な方でもプールサイドまで杖をつきながら入場できるようプールサイ

ドへ杖保管器具等を設置します。 

 

３）受付カウンターに「耳マーク」を表示し、筆談対応も可能とするなどハンディキャップの 

ある方や妊婦、子ども連れの方が利用しやすい環境づくりをします。 
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  ４）国際化を踏まえ、必要に応じて外国語標記（英語等）をした案内等を作成し、 

外国の方々にも利用しやすい環境づくりを行います。 

 

（３）障がい者、高齢者に配慮した運営 

１）ノーマライゼーションの考え方に則って、障がいのある方に限らず、高齢者やサポートが 

必要な方の立場や目的、場面に応じて、必要かつ合理的な範囲で実施できるよう、配慮しま

す。 

  

２）ヘルプマークの対応として日常生活または社会生活において制限を受ける状態である 

ことから、障害者手帳保持者に限らず心身機能の障がい者の方にも適切な対応を行います。 

 

４．コンプライアンスについて 

■基本的な考え方 

個人情報保護規程の整備を行い、法改訂後の対応に漏れの無いように適性管理いたします。 

当該２施設において、利用者個人が特定できる情報以外に事業によっては利用者の身長・体重、 

住所等の機微な情報に至るまで、さまざまな個人情報を取扱うことになります。当グループは、 

利用者の個人情報だけではなく、当該２施設で取扱うすべての個人情報に関して、スタッフ一人 

ひとりが指定管理者としての管理責任の重要性を十分に認識し「個人情報の保護に関する法律」を

はじめとした法令、条例、ガイドラインを遵守します。 

 

■具体的な施策 

（１）各施設に合わせた詳細な「個人情報保護管理規程」を作成し、個人情報の保護並びに 

スタッフ等の守秘義務の徹底について定めるとともに、取組み状況の検証・改善作業を 

継続的に行うなど当該２施設の基本方針を踏まえ、施設の効用を最大限に発揮できるよう 

横浜市民をはじめ、施設を利用する方、近隣、周辺住民の方を中心にした偏りのないだれもが

利用しやすい環境を提供します。 

 

（２）当該２施設における個人情報保護の基本的な事項、開示・訂正・利用停止の手続き等を 

明確にした「個人情報保護方針（プライバシーポリシー）」を定め、ホームページや受付に 

掲示し、利用者や外部に公表することによって、個人情報保護に対する運営事業者の姿勢を 

明確化します。 

 

（３）個人情報保護方針を遵守するため、類似施設の個人情報保護管理規程に順じた、施設の 

詳細な規定を設けた内部向けの「個人情報保護管理規程」を作成し、個人情報保護等に 

関する取扱いのルールの遵守を徹底します。さまざまなケースを想定して個人情報管理上の 

責任範囲や罰則などを規定します 
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（４）利用者から個人情報を収集する場合には、予めその目的や目的外使用の禁止について 

利用目的を掲示、利用者向け案内「ご提供いただく個人情報の取扱いについて」の作成し 

文書によって周知し、明示的な同意を得ます。 

 

（５）当該２施設においては、あらかじめ利用者（本人）の同意を得ないで収集した個人情報を 

第三者へ提供することはありません。但し、法令に基づく場合など利用者の同意を得ず 

第三者へ提供する場合があります。第三者へ個人情報を提供する場合は、 

受領者の氏名等を記録し、一定期間保存し情報の追跡ができるようにします。 

 

（６）個人情報保護責任者及び業務区分ごとの部門責任者から構成する個人情報管理委員会を 

設置します。定期的に委員会を開催し、個人情報に関する新しい制度や課題等について 

意識の徹底を図ります。 

 

５．施設の効用の最大限の発揮について 

■基本的な考え方 

（１）利用者本位のサービス提供・利用者の支援 

当該２施設の基本方針を踏まえ、施設の効用を最大限に発揮できるよう横浜市民をはじめ、施設

を利用する方、近隣、周辺住民の方を中心にした偏りのないだれもが利用しやすい環境を提供し

ます。 

 

（２）広報・利用促進活動・集客力向上の取組 

施設の存在を知ってもらい、次に足を運んでもらい、施設の効用を知っていただき、日常的に活

用し「健康で豊かな生活を送ること」「コミュニティーの場」「多世代交流」等に繋がるよう広報

活動を実施いたします。 

 

（３）スポーツ教室等の計画 

施設の効用を最大限活用し、実現に向けた事業に取り組みます。また、継続しながら教室の参加

人数や利用時間の見直し等を行い、サービスの向上や施設全体としての利用者数をアップさせる

方策を図ります。 

 

（４） 障がい者の利用支援に関する取組 

障がいのある方が気軽に施設を利用できるよう、合理的配慮のもとユニバーサルデザイン・サー

ビスを実施します。また、障がい者だけではなく、ヘルプマークやまた高齢者を含む方への配慮

を実施し、誰もが公平・平等に施設を利用できるように努めます。 
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■具体的な施策 

（１）利用者本位のサービス提供・利用者の支援 

１）サービス向上への取組 

・ＣＳ（顧客満足）向上への取組として、アンケートを行います。 

・ホスピタリーマインドの教育・研修をスタッフ研修に取り入れます。 

・受付は施設利用や健康づくりに関する様々な相談や意見、苦情に対応するヘルプデスク機能      

 を兼ね備えます。 

・おもてなし規格認証へ登録し、常に利用者や関係各所への満足度向上の為に、あらゆる角度

からサービスの見直しを図っていきます。 

 

２）施設の利用促進 

・多目的室を教室やイベント、地域のサークル活動やコミュニティー活動の場として幅広く利

用いただけるように、有効活用し利用促進を図ります。 

・施設空きスペースをスポーツ・健康情報コーナーとして活用し、健康関連の冊子、施設イベ

ント・教室の案内などを設置し、利用者が健康づくりへのきっかけになるような情報を掲示

します。 

・握力計や体重計、体組成計、血圧計などを設置した体力測定コーナーを設置し、利用者が利

用前や利用後の健康チェックにも活用できるように配慮します。 

・健康やスポーツに関する当該２施設共通の「健康だより」を発行します。教室の案内やイベ

ント案内、お得な情報、また近隣施設、地域のイベント案内なども掲載し、健康増進、スポ

ーツ推進のきっかけ、コミュニティー情報のツールとして発行いたします。 

・タブレット端末、スマートフォンなどの無線ＬＡＮ対応機器を使って、インターネットに無

料で接続できるＷｉ-Ｆｉの設置サービスを提供します。 

   ・子育てママが施設を利用しやすいように、ベビーカー置き場を設置します。 

・お子様の教室を待っている間、他の小さなお子様を扱いやすいよう、キッズコーナーの新設・

充実を図ります。 

・旭プールの駐車場を 24時間営業とし、施設の利用者その他の関係者及び周辺を通行する車両

運転者に快適な駐車場サービスを提供します。 

 

（２）広報・利用促進活動・集客力向上の取組 

１）広告媒体の活用 

・横浜市の広報誌「広報よこはま」各区版の広報誌等に掲載頂き、市民の皆様に幅広く情報を  

発信します。 

・施設写真、教室やイベント内容のイメージをわかりやすく掲載するなど「見やすさ」「閲覧の

しやすさ」に重点を置いた各施設のホームページをそれぞれ開設いたします。また、アクセ

シリビリティに配慮して制作いたします。 

・施設案内パンフレットを作成し設置いたします。パンフレットは見易さを重視して作成し、

利用者が手に取りやすい場所に設置します。 
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・web や SNS を活用し、施設の情報を利用者のタイミングでキャッチできるようにいたしま

す。また、情報配信・拡散機能がある「Twitter」等を活用します。 

２）営業活動の取組 

・当該２施設のある地域の関係各所へ事前に連絡をとり了承のもと、周辺団体や、幼稚園、小・

中学校、近隣の企業様等の団体、施設等に直接出向き施設の PR 活動を行います。 

・高齢者や障がい者向けの情報も自治体や関係団体、福祉施設等を直接訪問し広報活動を 

行います。 

 

  ３）自主事業等による利用促進の取組 

・当該２施設共通のデジタルポイントカード制度（公式ラインアカウントの開設）を導入し、

当該２施設どの施設を利用してもポイントが付与され、10ポイント貯まると施設１回無料利

用が可能とします。 

・プール用品、その他スポーツ用品等を充実させた物品販売を行います。また、利用者ニーズ

に合った商品ラインナップを取揃え、購入しやすい価格にて提供します。 

・年２回程度「お買い得セール」等も実施します。プール以外の施設周辺でウォーキング、ジ

ョギング等に使用するスポーツ用品等も販売し、物販面からスポーツをするきっかけづくり

になる商品の提案・販売も行います。 

   ・夏季シーズンは大勢の利用者が見込まれることから、横浜市と協議の上、地元の商工会や 

商店街組合等と連携して、屋台販売やキッチンカー等の販売を実施します。 

・夏季シーズンなどで多くの集客が見込まれる期間は、 地域の商工会や農業協同組合等と連携

し、お土産品や特産品などの販売スペースを設置することで、地域経済活性化に寄与します。

また、閑散期には類似施設でも好評な構成企業の全国にある営業所・管理施設地域の特産品

の販売を行います。 

・施設の空きスペース等を有効活用した各種イベントを年間で開催します。 

・水泳教室の申込の方法として、ホームページからネット申込ができるようにします。 

 また、休館や教室について広く周知できるよう、申込者へのメール配信を行います。 

・閑散期には、SNS を使用したキャンペーンを開催し、施設の周知や利用者の増加を図ります。 
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【各種イベント内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）スポーツ教室等の計画 

・子どもの体力向上と発育の手助けとなるような教室や、成人からシニア層向けには、それぞれ

のニーズと年代に応じてクラスを細分化し、誰もが気軽に参加できる教室を展開します。 

・利用者の利便性向上の為、インターネットによる教室申込を受け付けます。 

 ※各教室プログラムは開催状況により、内容を変更する場合がございます。 
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１）旭プール 

・プール教室 
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・体操室教室 
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２）都筑プール 

・プール教室 
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※開催内容については変更となる場合がございます。 

（４）障がい者の利用支援に関する取組 

・障がい者への配慮として、施設内の段差への注意事項の表示や受付スタッフによる声かけ、腰

掛の設置、手すり等の安全確認、受付などに筆談用のメモや視覚障がい者の動線の確保等を行

い、障がい者やハンディキャップのある方も施設を利用しやすい環境づくりを行います。 

・関係団体と協力して、当該２施設においてイベント等を実施し、障がいを持つ子ども達にもス

ポーツに触れる機会を作ります。 

・聴覚障がい者とのコミュニケーションを図るため、手話講師を派遣していただき、手話につい

て学びます。 

 

６．施設管理について 

■基本的な考え方 

設備管理については、点検により不具合箇所を整理し、当該結果に基づき修繕計画を作成し、 

施設の長寿命化に寄与します。 

 

■具体的な施策 

１．施設点検管理業務 

（１）旭プール    

１）合築施設である「老人福祉センター横浜市福寿荘」と連携を図り、利用者の安全と予防保全 

を重視し管理を実施いたします。 

 

２）常駐設備スタッフによる定期的な巡回を実施し、設備の状態確認及び不具合等の 

     発見に努め、各種関係法令に基づいた整備を仕様書に基づき計画的に実施します。 
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（２）都筑プール 

１）合築施設である「老人福祉センター横浜市つづき緑寿荘」「障害者研修保養センターあゆみ荘

と連携を図り、管理業務を実施します。 

 

２）下記の年間作業計画に基づき、設備管理及び清掃を実施します。 

     点検結果を取り纏め、不具合発生前の予兆を把握します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）修繕計画は、緊急のレベル毎に仕分けし、優先順位を明確にすることで、限られた予算で最

適な修繕を実施します。また、不具合が発生した場合かつ 100 万円を超える修繕の場合、横

浜市へ速やかに情報共有し、不具合の根本を取り除く方法を協議します。 

 

２．外構植栽管理 

    植栽管理実績と経験をもとに年間管理計画を策定し、安全性の考慮、近隣住民への配慮を基と 

した植栽管理を実行します。 

  

 

 

 

 

【都筑プール】年間作業計画表

Ｎｏ 点検内容 年間回数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備考

1 巡回点検業務 2 ● ●

2 パッケージ空調機保守点検 4 ● ● ● ● 室内機2台、室外機4台

3 ろ過機保守点検 3 ● ● ●

4 空気環境測定 6 ● ● ● ● ● ●

5 害虫駆除 12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 駆除年2回、保守点検調査年10回

6 水質検査（プール水6項目） 12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

7 水質検査（総トリハロメタン） 1 ●

8 水質検査（レジオネラ属菌検査） 2 ● ●

9 自動ドア保守点検 2 ● ● 2台

10 機械警備 12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

11 定期清掃（床清掃） 4 ● ● ● ●

12 定期清掃（プール床・水抜き清掃） 2 ● ●

13 定期清掃（ガラス清掃） 1 ●
※実施月は、変更の可能性がございます。
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３．環境負荷低減・地球温暖化対策 

  「横浜市生活環境の保全等に関する条例」・「温室効果ガスの排出の抑制に関する指針」 

   など関連条例を遵守し、十分に理解した上で業務に臨み、横浜市環境管理計画を実践します。 

 

７．安全管理について 

■基本的な考え方 

当該２施設は子どもから高齢者、障がい者まで幅広い層の市民が利用するため、安全性の確保を最

優先に考えたハード面・ソフト面の両面で利用者の安全性を確保し、市民が安心して施設を利用でき

る環境整備を行います。 

 

■具体的な施策 

（１）安全で安心に利用できる施設づくり 

１）子どもから高齢者、障がい者にいたるまであらゆる利用者の予期せぬ事故を想定し、施設や

設備の安全、利用者の安全確保に努め、きめ細やかな安全対策を確立します。 

 

  ２）毎日定期的な場内巡回等を実施するとともに、不審物、不審者等の早期発見に努め、利用者

が安全で安心して利用できるよう犯罪の抑止にあたります。 

 

３）開館前及び閉館後に施設・設備の巡回点検を行い、床や壁面、コーナーガード等保護材の損

傷や避難経路の非常照明の不点灯や障害物の有無を確認し、事故の発生防止に努めます。 
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４）設備や動線等にユニバーサルデザイン及びサイン計画を取り入れ、子どもや障がい者、高齢

者の方でも安全で安心して施設が利用できるようハザードマップの作成等を積極的に行い

ます。 

 

５）新しい生活様式に従い、コロナウイルス感染症感染拡大防止対策を踏まえた施設のルールを

作成し、従業員・利用者への感染拡大の防止に努めます。 

 

（２）プールの安全管理 

１）監視体制は水面責任者の指示命令のもと通常時、繁忙期に応じて監視スタッフのローテーシ

ョンで安全管理体制の充実を図ります。また、監視マニュアルにより内容を細かく指示し、

継続的に安全・確実な監視業務を実施します。 

 

２）採暖室や更衣室等も定期的に巡回し、安全面および衛生面も十分配慮し、快適な環境を提供

します。 

 

３）幅広い利用者がわかりやすいように利用時のルールを記載したサインを設置するとともに、

声かけを行い安心・安全を確保します。 

 

４）排水口等の設備点検は、開館前の「水底検査」時に実施し、プール内での事故等の発生を未

然に防止します。 

 

５）水面責任者（水質管理担当者）は、「遊泳用プールの衛生基準」等を踏まえ、衛生的な水質

を常に維持します。 

 

（３）各種研修と指導教育体制 

１）各種研修と教育訓練体制 

Ⅰ）ＯＪＴによる日常的かつ実践的な教育指導 

「業務マニュアル」に基づいて、部門ごとのスタッフに対する日常的かつ実践的なＯＪＴ 

（職場内訓練）を行い、利用者の安全・安心に努めます。 

 

Ⅱ）指定管理者制度を踏まえた独自の教育・訓練プログラム 

年間研修計画のもと安全と接遇を中心とした職能別、階層別研修を行います。特に安全に

関する研修は、監視スタッフだけでなく、すべてのスタッフに参加を義務づけ、各セクシ

ョン責任者、受付スタッフ、指導スタッフ、清掃スタッフなど職能を問わずＡＥＤを使用

した心肺蘇生法研修をはじめ、閑散期や休館日を利用し、消防署や警察署から指導員を招

いた講習会の開催、救命に関する資格取得支援など体制を構築します。 

 

Ⅲ）ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる研修の効果測定 

研修参加後は、「実技試験」「筆記試験」「レポート提出」「口頭試問」のいずれかにより効

果測定を実施します。 
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Ⅳ）構成団体の得意分野を活かした研修プログラムへの関与 

地域の消防署や病院などの機関と連携を図った実践的な研修のほか、当グループの構成企

業がそれぞれ得意とする分野を中心に研修内容を監修します。 

 

（４）緊急時の体制 

１）事故・災害発生時等の非常時対応は、施設利用者の安全確保がされることが最重要課題であ

ることから、統括責任者（副統括責任者）をはじめとする迅速な一次対応を実践するほか、

各構成企業からのバックアップ対応を実践いたします。 

 

２）利用者の安全を確保するため、法令を遵守し防災計画を策定、自衛消防隊を編成し、災害に

よる被害を最小限にとどめるための自衛消防活動を行えるよう全館一体となった防災体制

及び訓練にて備えます。  

 

３）運営管理に特化した内容での保険に加入して、リスク対応に備えます。 

 

８．地域との協力について 

■基本的な考え方 

地域社会の一員として地元との連携を密に図ります。施設内に留まることなく、地域との 

コミュニケーションを図ります。 

 

■具体的な施策 

（１）警察署や病院等、地域施設と連携し、高齢者被害の多い詐欺被害撲滅運動や交通安全の講習会

の開催など、様々な啓蒙活動を実施します。 

 

（２）市内の障害者支援団体等から物品及び役務の提供の調達に努め、障害者団体を支援するために

施設内の清掃業務やパン、菓子類等の軽食販売を行い、受注機会の増大を図ります。 

 

（３）地域社会の一員として、地域教育機関水泳指導提供事業、ボランティア活動推進事業、学生イ

ンターン受け入れ事業、スポーツ推進委員との相互協力、地域防犯活動や美化活動、チャリティ

活動や福祉活動等への協力、イベント活動を通じて地元との連携を密に図ります。 

 

（４）横浜市消防署と連携し水難事故の防止策として着衣水泳教室を実施します。 

屋外水泳シーズン前に合わせて、水中ではどのような心理や体勢、とっさの判断となるのか、 

その状態になったらどうするべきか、身近な道具を使用し浮く等、未然防止出来るよう 

体験していただき、危険性と予防と啓蒙活動等、水が与える影響について講話や救助法の 

講習を実施します。 
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９．モニタリング計画について 

■基本的な考え方 

独自チェックリストを作成しモニタリング計画を実施します。評価方法や基準値等は、法令・条例

等も考慮し効果的・効率的に実施し、公平・公正を図るためにも第三者の評価も常に実施・意識し、

サービスの品質維持・向上につなげます。 

 

■具体的な施策 

（１）年 1 回業務内容の確認の業務監査を行い、適正かつ効率的に業務が実施されているかを厳正に

チェックします。第三者機関のモニタリングを実施することでより公共性・公平性も図ります。 

 

（２）統括責任者は、施設の運営管理全般に関わる利害関係者へ定期的なヒアリング・アンケート等

を通してモニタリングを実施します。 

 

１０．管理運営経費について 

■収支予算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)収入  　　※　指定管理料を除いた金額。 （千円、税込み）

金　　　　額 備　　　　考

101,476

58,529

42,947

7,959

4,214

3,745

109,435

(2) 支出 （千円、税込み）

金　　　　額 備　　　　考

245,949

140,673

105,276

3,773

1,648

2,125

249,722

(3) 指定管理料 （千円、税込み）

金　　　　額 備　　　　考

61,007

(4) 収支差額 （千円、税込み）

金　　　　額 備　　　　考

-83,466

合計（①＋②）

③維持管理運営費用　　　（Ｂ）

項　　　　目

施
設
名

施
設
名

合計（③＋④）

旭プール

都筑プール

④自主事業による経費

旭プール

都筑プール

施
設
名

②自主事業による収入

旭プール

都筑プール

旭プール

都筑プール

①施設運営収入　　　　　（Ａ）

令和４年度　旭プール・都筑プール　収支予算書

１　総括表

項　　　　目

施
設
名

項　　　　目

収支差額＝
（（収入（Ａ）＋指定管理料（Ｃ）－支出（Ｂ））

項　　　　目

指定管理料（Ｃ）
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※社会情勢に応じ、年度途中で見直す可能性があります。 

※収支差額については、横浜市と協議いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)収入  　　※　指定管理料を除いた金額。 （千円、税込み）

金　　　　額 備　　　　考

58,529

利用料金収入 26,596

利用料金収入（駐車場） 9,197

スポーツ教室等事業収入 16,568

文化系教室収入 0

広告業務収入 0

その他 6,168

4,214

飲食事業 1,573

物販事業 2,641

62,743

(2) 支出 （千円、税込み）

金　　　　額 備　　　　考

140,673

人件費 53,185

修繕費 5,550

設備管理費・保安警備費 26,320

備品購入費・消耗品費 710

外構・植栽管理費・廃棄物処理費 288 設備管理費に含む

広報費・印刷製本費 200

光熱水費・燃料費 36,774

保険料 274

使用料・賃借料 2,360

委託料・謝金 3,822

公租公課 6,185

旅費 60

通信運搬費 264

会費及び負担金 14

事務経費本部分 4,644

その他 23

1,648

飲食事業 0

物販事業 1,648

142,321

(3) 指定管理料 （千円、税込み）

金　　　　額 備　　　　考

37,343

(4) 収支差額 （千円、税込み）

金　　　　額 備　　　　考

-44,801

項　　　　目

収支差額＝
（（収入（Ａ）＋指定管理料（Ｃ）－支出（Ｂ））

合計（①＋②）

項　　　　目

③維持管理運営費用　　　（Ｂ）

項
　
目

④自主事業による経費

項
　
目

合計（③＋④）

項　　　　目

指定管理料（Ｃ）

令和４年度　旭プール　収支予算書

項　　　　目

①施設運営収入　　　　　（Ａ）

項
目

②自主事業による収入

１　総括表
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(１)収入  　　※　指定管理料を除いた金額。 （千円、税込み）

金　　　　額 備　　　　考

42,947

利用料金収入 24,137

利用料金収入（駐車場） 3,880

スポーツ教室等事業収入 14,930

広告業務収入 0

その他 0

3,745

飲食事業 878

物販事業 2,867

46,692

(2) 支出 （千円、税込み）

金　　　　額 備　　　　考

105,276

人件費 51,085

修繕費 5,650

設備管理費・保安警備費 15,407

備品購入費・消耗品費 1,290

外構・植栽管理費・廃棄物処理費 2,041

広報費・印刷製本費 430

光熱水費・燃料費 15,390

保険料 316

使用料・賃借料 228

委託料・謝金 1,063

公租公課 6,806

旅費 120

通信運搬費 456

会費及び負担金 27

事務経費本部分 4,908

その他 59

2,125

飲食事業 0

物販事業 2,125

107,401

(3) 指定管理料 （千円、税込み）

金　　　　額 備　　　　考

23,664

(4) 収支差額 （千円、税込み）

金　　　　額 備　　　　考

-38,665

１　総括表

項
　
目

合計（③＋④）

項　　　　目

令和４年度　都筑プール　収支予算書

項　　　　目

①施設運営収入　　　　　（Ａ）

項
目

②自主事業による収入

項
　
目

④自主事業による経費

合計（①＋②）

項　　　　目

③維持管理運営費用　　　（Ｂ）

項　　　　目

収支差額＝
（（収入（Ａ）＋指定管理料（Ｃ）－支出（Ｂ））

指定管理料（Ｃ）


